
    
                         令和２年７月１４日 

自転車活用推進本部 

 

令和２年度 自転車活用推進功績者表彰式を開催します！ 

 

 

 

 

 

 

１．日 時  令和２年７月１７日（金）１１時３０分から１２時（予定） 

２．場 所  国土交通省１０階共用会議室（東京都千代田区霞が関２-１-３） 

３．次 第  （１）自転車活用推進本部長挨拶 

（２）表彰状授与 

（３）記念撮影 
 

＜取材について＞ 

 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場への入場時は、設置しております消          

毒スプレーで手指の消毒をお願いします。また、マスクの着用にもご協力をお願いし  

ます。 

 ・報道関係者に限りカメラ撮りが可能です。カメラ撮りを希望される報道関係者は、 

７月１５日（水）１７時までに別紙にて事前登録が必要です。なお、密集、密接を 

避けるため、必要最小限の人数での登録にご協力をお願いします。 

・当日は１１時１５分までに１０階共用会議室前にお集まりください。 

 ・取材は会場内指定の場所にてお願いします。 

 ・会場内は音声ラインの準備がございませんのでご了承ください。 

 ・状況により出席者等が変更となる場合がありますのでご了承ください。 

 

 
 

 

問い合わせ先 

 国土交通省自転車活用推進本部事務局 和賀、加賀谷 

電 話 ０３－５２５３－８１１１（内線 38103、38225） 

０３－５２５３－８４９７（直通）  

ＦＡＸ ０３－５２５３－１６２２ 

 自転車活用推進本部では、７月１７日（金）に自転車活用推進功績者表彰式を開

催します。 

 表彰式では、自転車活用推進本部長（赤羽国土交通大臣）より、「自転車活用推進

功績者表彰」受賞者（個人 1 名、団体４名）に対し、表彰状を授与します。 

 また、当日は、自転車アンバサダーである稲村亜美さんにもご出席いただく予定

です。 



 
 
 

令和２年度 自転車活用推進功績者表彰 受賞者一覧 

（敬称略） 

【個人：1 名】  

○山田 拓 

 ・2007 年（株）美ら地球を設立し、飛騨の農村集落を自転車で巡る外国人向けガイドツアー

「SATOYAMA EXPERIENCE」などをプロデュースし、多数の外国人旅行者を飛騨に誘客し、好評を

博している。 

 ・近年はその知見をいかし、秋田や宇和島など、国内他地域でのサイクルツーリズムの事業開発支

援にも従事。各地の新たな自転車文化の振興に注力している。 

 

【団体：４団体】 

○宇都宮ブリッツェン 

 ・サイクルロードレースチームとして地域に密着したクラブチームを目指し、チーム設立当初か

ら、自転車を利用することが多い地元の小・中・高校生を中心に、自転車の正しい乗り方を始め

としたルールやマナーを教える「自転車安全教室」を繰り返し開催するなど、様々な地域貢献活

動を行っている。 

 

○特定非営利活動法人 SPORTS PRODUCE 熊野 

 ・国際自転車競技連合（UCI）認定レース「TOUR de 熊野」を主催し、海外からのチームも多く参加  

しており、地域の企業・自治体を巻き込んだ一大イベントとなっている。 

 ・サイクリングにおける地域活性化、自転車の魅力発信に取り組むほか、所在地域以外の各地のイ

ベント開催でも各種の支援を行っている。 

 

○株式会社ふたごじてんしゃ 

 ・日本初の幼児二人を後部に乗せることのできる三輪自転車（ふたごじてんしゃ®）の企画開発販売

を行っている。 

 ・また、自転車利用においての交通安全教室や全国初の子ども乗せ自転車のシェアサイクルの試験

運用などを行い、これらを通じ、自転車利用に必要な交通安全ルールの教育を実施している。 

 

○特定非営利活動法人タンデム自転車 NON ちゃん倶楽部 

・障がい者サイクリング講習会や体験会の指導、助言等を通じ、タンデム自転車の認知度向上及び

パイロット（タンデム自転車の最前部に乗車する人）の養成に取り組んでいる。 

 ・さらに、地域の防災訓練において、自主防災組織と連携し、二人乗りの高機能三輪自転車を活用   

  した避難困難者に対する体験試乗活動を実施し、災害時における障がい者や高齢者への避難手段

としての活用にも取り組んでいる。 

 

 

参考１ 



 

 

 

自転車活用推進功績者表彰の概要 

 

１．目的 

  自転車活用推進功績者表彰は、自転車活用推進法第１５条に基づき、自転車の活用の

推進に関し特に顕著な功績があると認められる個人又は団体を表彰し、もって自転車の

活用の推進に寄与することを目的とする。 

 

２．表彰の対象 

（１）自転車の利用の増進により、地域の環境改善等に顕著な功績があった者又は団体

（２）自転車競技の振興等により、国民の健康の増進に顕著な功績があった者又は団体

（３）高い安全性を備えた自転車の供給等に顕著な功績があった者又は団体 

（４）自転車利用者に対する交通安全教育の推進等により、自転車の活用を推進する上

での交通安全の確保に顕著な功績があった者又は団体 

（５）その他自転車活用の推進により、地域の活性化等公共の利益の増進に顕著な功績

があった者又は団体 

 

３．表彰権者 

  自転車活用推進本部長 

 

４．表彰の時期 

  毎年１回、自転車月間である５月に実施（特別の必要があると認められる場合は、随

時表彰）。 

 

５．表彰の手続 

①表彰候補者については、関係府省庁、都道府県、政令指定都市が推薦 

②有識者で構成される選考委員会において受賞者案を選定 

③最終的な受賞者の決定は自転車活用推進本部長 

 

 

【参考】 

自転車活用推進法（平成 28 年法律第 113 号）（抄） 

（表彰） 

第十五条 国土交通大臣は、自転車の活用の推進に関し特に顕著な功績があると認めら  
れる者に対し、表彰を行うことができる。 

 

 

参考２ 


